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入 札 公 告

次のとおり、一般競争入札に付します。

平成16年６月18日

支出負担行為担当官

北陸地方整備局長 大村 哲夫

支出負担行為担当官

富山県警察会計担当官 江原 伸一

◎調達機関番号 009，020 ◎所在地番号 15，16

１ 事業概要

(1) 品目分類番号 41、42

(2) 事 業 名 富山県警察学校整備等事業

(3) 対 象 施 設 学校本館、学生寮、厚生棟、柔剣道場及び体育館、犯罪模擬家屋、

模擬交番、設備棟及び渡り廊下（これら全てをまとめて以下、「校

舎」という｡）並びに危険物倉庫、外構等

(4) 事 業 場 所 富山県富山市向新庄町八丁目771番1、771番4、771番5、771番6、

771番7、771番8

(5) 事 業 内 容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特別目的会社

（以下｢事業者」という｡）を設立し、以下の業務を行う。

① ＰＦＩ事業 ＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式）による、富山県警察学校

（以下「施設」という。）の設計、建設、工事監理、維持管理に関

する業務

(6) 事 業 期 間 事業契約締結日から平成31年３月31日まで。

２ 競争参加資格

(1) 基本的要件

① 入札参加者は、以下の③に掲げる業務を実施する、複数の企業により構成される

グループ（以下「応募グループ」という｡）であること。

なお、入札参加者は応募グループを構成する企業の中から、応募グループを代表

する企業（以下「代表企業」という。）を定めるとともに、当該代表企業が応募手

続を行うものとする。

② 代表企業及び応募グループを構成する企業は、基本協定の締結後に商法に定める

株式会社として設立する事業者に出資を行うものであること（ただし、代表企業は

必ず事業者に出資を行うものとするが、応募グループを構成する全ての企業が事業
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者に出資する必要はない。)。また、事業者の株主は以下の要件を満たすものである

こと。

ア 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業で事業者に出資した

企業（以下「構成員」という｡）である株主が、事業者の株主総会における全議決

権の２分の１を超える議決権を保有し、かつ、応募グループ以外の株主の議決権

保有割合が出資者中最大とならないこと。

イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業者の株式を

保有することとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権

等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。

③ 入札参加者は、代表企業、構成員及び協力会社（応募グループの構成員以外の者

で、事業開始後、事業者から直接下記の業務を受託又は請負うことを予定している

者をいう。以下同じ。）のそれぞれが、下記のいずれの業務に携わるかを明らかに

すること。

ア 設計業務 本施設の設計業務

イ 建設業務 本施設の建設業務

ウ 工事監理業務 本施設の工事監理業務

エ 維持管理業務 建築物点検保守・修繕業務

なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち一者が、上記の複数の業務を兼ね

て実施することは妨げないものとするが、同一の者又は相互に資本面若しくは人

事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを兼ねることはできな

いものとする（「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総

数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出

資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表

権を有する役員を兼ねている者をいう｡)。また、各業務は、代表企業、構成員又

は協力会社の間で分担することは差し支えないものとする。

④ 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が

生じた場合は、発注者はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。

(2) 代表企業、構成員及び協力会社に共通の参加資格要件

① 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。

② 本事業に係る業務に対応した一般競争参加資格の認定を受けている者であること

（会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長（以下「局長」とい

う｡）が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定等を受けていること｡)。

③ 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない者又は民事再生法

に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であること（上記②の再認定

等を受けた者を除く｡)。
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④ 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料（以下「参

加表明書等」という｡）の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から「工事

請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年３月29日付け建設省厚第91号。

以下「指名停止措置要領」という｡)に基づく指名停止措置を受けていないこと。た

だし、指名停止措置要領別表第１の措置要件に該当する指名停止措置であり、指名

停止期間が２週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合は

この限りでない。

⑤ 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構

成員又は協力会社でないこと。

⑥ 北陸地方整備局が本事業に関する検討を委託したプライスウオーターハウスクー

パース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（協力事務所として

東京青山・青木法律事務所）及び株式会社三菱地所設計（協力事務所として株式会

社三四五建築研究所、株式会社中野積算）又はこれらの者と資本面若しくは人事面

において関連がある者(「関連がある者」とは２(1)③なお書きに定める要件に該当

する者をいう｡）でないこと。

⑦ 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若

しくは人事面において関連がある者(「関連がある者」とは２(1)③なお書きに定め

る要件に該当する者をいう｡）でないこと。

⑧ 代表企業又は構成員が経常建設共同企業体（以下「経常ＪＶ」という｡）でないこ

と。

(3) 設計企業の参加資格要件

設計業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「設計企業」という｡）は、

次の要件を満たすこと。

① 北陸地方整備局（港湾空港関係を除く｡）における「建築関係建設コンサルタント

業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生

手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく

一般競争参加資格の再認定を受けていること｡)。

② 建築士法（昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ている者であること。

③ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企業におい

ても①及び②を満たしている者であること。設計業務を分担する場合の「分担業務

分野」の分類は下記による。

なお、入札参加者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザ

イン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加

することは差し支えないが、その場合、新たに追加する分担業務分野、当該分野の

具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経歴を明確にし

ておくこと。
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ア 建築 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬

の基準」（昭和54年建設省告示1206号）における別表第２、１設計(以下「別表」

という｡）における(1)及び(2)

イ 構造 別表における(3)及び(4)

ウ 電気設備 別表における(5)及び(6)。ただし、(6)のエレベーター、エスカレー

ター等の設計は除く。

エ 機械設備 別表における(7)から(10)。ただし、(6)のエレベーター、エスカレ

ーター等の設計を含む。

オ 積算 別表における(1)から(4)に関する積算業務。

④ 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。また、

③に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合にあっては、管理技術者の下で当

該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できることとし、当該分野の

主任担当技術者は、下記⑤、⑦及び⑨の要件を満たしていなければならない。

ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。

イ 建築主任担当技術者については、別表における(1)及び(2)の業務について管理

技術者の下で担当技術者を統括する業務。

ウ 構造主任担当技術者については、別表における(3)及び(4)の業務について、管

理技術者の下で担当技術者を統括する業務。

エ 電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び(6)の業務について、

管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、(6)のエレベーター、エス

カレーター等の設計は除く。

オ 機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から(10)までの業務につ

いて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、(6)のエレベーター、

エスカレーター等の設計を含むものとする。

カ 積算主任担当技術者については、別表における(1)から(4)に関する積算業務に

ついて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。

⑤ 管理技術者及び建築主任担当技術者は設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。

⑥ 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者については、一級建築

士であること。電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者は、一級建築

士又は建築設備士であること。

⑦ 配置予定技術者が地方公務員である場合には地方公務員法第38条（昭和25年法律

第261号）第１項の規定を満たしていること。

⑧ 次に示す要件を満たす管理技術者並びに各主任担当技術者を配置できること。

ア 平成６年４月１日以降に、次のエに示す業務（施設の建設工事の完成、引渡し

が完了したものであって、基本設計及び実施設計（積算の主任担当技術者は積算

業務｡)に携わったものに限る｡)に携わった実績を有する管理技術者並びに建築主

任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機械設備主任担
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当技術者及び積算主任担当技術者であること。

イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術

者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエＡの、電気設備主

任担当技術者にあってはエＢ、機械設備主任担当技術者にあってはエＣの項目に

該当する実績を有していること。また、海外での実績についても条件を満たして

いれば実績として認めるものとする。

ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ１名とし、互いに兼務することは

認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は各

主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格

確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満

たしていなければならない。

エ 実績要件

Ａ 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当

技術者

ａ 建物用途 研修施設（学校及び専修学校は除く｡）又は類似施設。

なお、設計業務において類似施設とは、研修室、会議室、研修関係宿泊室、

体育館及びこれらに類する室（いずれも空気調和設備を有する部分に限る。

以下「研修室及び体育館等」という｡）の床面積（これに付随する共用部分の

床面積を含む｡）が当該施設の延べ面積の過半を占める施設、又は研修室及び

体育館等に該当する部分の床面積（これに付随する共用部分の床面積を含

む。）が下記ｃの要件を満たす施設を指すものとする。

ｂ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

ｃ 建物規模 延べ面積6,000㎡以上

ｄ 建築物の階数 地上３階以上

Ｂ 電気設備主任担当技術者

ａ 建物用途 Ａａに同じ

ｂ 建物規模 Ａｃに同じ

ｃ 建築物の階数 Ａｄに同じ

ｄ 工事種目 電灯設備、火災報知設備

Ｃ 機械設備主任担当技術者

ａ 建物用途 Ａａに同じ

ｂ 建物規模 Ａｃに同じ

ｃ 建築物の階数 Ａｄに同じ

ｄ 工事種目 空気調和設備、給排水設備

⑨ 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則とし

て変更を認めない。

⑩ 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業務（工事監理業務
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を除く。特定後未契約のものも含む。）が、原則として４件未満であること。

(4) 建設企業の参加資格要件

建設業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「建設企業」という｡）は、

次の要件を満たすこと。

① 北陸地方整備局（港湾空港関係を除く｡）における「建築・電気設備・暖冷房衛生

設備工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき

更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基

づく一般競争参加資格の再認定を受けていること｡)。

② 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、北陸地方整備局における一般競争参

加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数(経営事項評価点

数）がそれぞれアからウに示す点数以上であること（上記①の再認定を受けた者に

あっては、当該再認定の際に経営事項評価点数がそれぞれアからウに示す点数以上

であること｡)。

ア 建築工事 1,200点以上

ただし、柔剣道場及び体育館並びにこれらに関連する外構等（校舎の引渡し

以降に実施するものを除く。以下同じ｡）について、一体的に施工する部分（以下

「区分建築部分」という｡）を設定する場合において、当該区分建築部分に限って

工事に携わる者（以下「区分建築企業」という｡）にあっては、1,100点以上。

イ 電気設備工事 1,100点以上

ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上

③ 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成６年４月１日以降に、元請とし

て完成・引渡しが完了したアからウに掲げる基準（ア建築工事にあっては(Ａ)及び

(Ｂ)の両方の基準）を満たす新営工事を施工した実績を有すること（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を共同して行う場合にあっては、そ

のうち一者が当該施工実績を有すること。ただし、建築工事において、区分建築企

業が携わる場合にあっては、区分建築企業以外の者（複数の企業が共同して行う場

合にあっては、そのうちの一者）がア(Ａ)に掲げる基準を満たす当該施工実績を有

し、かつ、区分建築企業（複数の企業が共同して行う場合にあっては、そのうちの

一者）がア(Ｂ)に掲げる基準を満たす当該施工実績を有していれば良いものとする。

ア 建築工事

(Ａ)ａ 建物用途 研修施設（学校及び専修学校は除く｡)又は類似施設。

なお、この工事において類似施設とは、研修室、会議室、研修関係宿泊室

及びこれらに類する室（空気調和設備を有する部分に限る。)の床面積（これ

に付随する共用部分の床面積を含む｡）の合計が3,000㎡以上となる施設を指

すものとする。

ｂ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
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ｃ 建物規模 延べ面積6,000㎡以上

ｄ 建築物の階数 地上３階以上

なお、経常ＪＶにあっては、当該ＪＶの構成員のうちの１社が平成６年度

以降に元請けとして完成・引渡しが完了したａからｄの施工実績を有し、そ

の他の構成員は、平成６年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下

記のｅからｇの施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

ｅ 建物用途 研修施設、体育館、庁舎、事務所又は類似施設。

ｆ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

ｇ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上

(Ｂ)ａ 建物用途 体育館又は類似施設。

なお、この工事において類似施設とは、屋内運動場、屋内競技場及びこれ

らに類する室の床面積（これに付随する共用部分の床面積を含む｡）の合計が

750㎡以上となる施設を指すものとする。

ｂ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造（なお、どちらの

構造であっても屋根は鉄骨造でよく、かつ、屋根は梁間20ｍ以上）

ｃ 建物規模 延べ面積1,500㎡以上

なお、経常ＪＶにあっては、当該経常ＪＶの構成員のうちの１社が平成６

年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了したａからｃの施工実績を有し、

その他の構成員は、平成６年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した

下記のｄからｆの施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

ｄ 建物用途 体育館、庁舎、事務所又は類似施設。

ｅ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

ｆ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上

なお、(Ａ)(Ｂ)は同一の工事であっても良いが、それぞれの類似施設の面

積が重複してはならないものとする。

イ 電気設備工事

ａ 建物用途 研修施設（学校及び専修学校は除く｡）又は類似施設。

なお、この工事において類似施設とは、研修室、会議室、研修関係宿泊室及

びこれらに類する室（空気調和設備を有する部分に限る。）の床面積（これに

付随する共用部分の床面積を含む｡）の合計が3,000㎡以上となる施設を指すも

のとする。

ｂ 建物規模 延べ面積6,000㎡以上

ｃ 建築物の階数 地上３階以上

ｄ 工事種目 電灯設備、火災報知設備

ただし工事種目は、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績で

もよいが、それぞれａからｄ全ての条件を満たす工事とする。



- 8 -

なお、経常ＪＶにあっては、当該経常ＪＶの構成員のうちの１社が平成６年

度以降に元請けとして完成・引渡しが完了したａからｄ全ての施工実績を有し、

その他の構成員は、平成６年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下

記のｅからｇの施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

ｅ 建物用途 研修施設、庁舎、事務所又は類似施設。

ｆ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上

ｇ 工事種目 電灯設備、火災報知設備

ただし工事種目は、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績で

もよいが、それぞれｅからｇ全ての条件を満たす工事とする。

ウ 暖冷房衛生設備工事

ａ 建物用途 研修施設（学校及び専修学校は除く｡）又は類似施設。

なお、この工事において類似施設とは、研修室、会議室、研修関係宿泊室及

びこれらに類する室（空気調和設備を有する部分に限る。）の床面積（これに

付随する共用部分の床面積を含む｡）の合計が3,000㎡以上となる施設を指すも

のとする。

ｂ 建物規模 延べ面積6,000㎡以上

ｃ 建築物の階数 地上３階以上

ｄ 工事種目 空気調和設備、給排水設備

ただし工事種目は、空気調和設備と給排水設備が別々の機械設備工事の実績

でもよいが、それぞれａからｄ全ての条件を満たす工事とする。

なお、経常ＪＶにあっては、当該経常ＪＶの構成員のうちの１社が平成６年

度以降に元請けとして完成・引渡しが完了したａからｄ全ての施工実績を有し、

その他の構成員は、平成６年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下

記のｅからｇの施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

ｅ 建物用途 研修施設、庁舎、事務所又は類似施設。

ｆ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上

ｇ 工事種目 空気調和設備、給排水設備

ただし工事種目は、空気調和設備と給排水設備が別々の機械設備工事の実績

でもよいが、それぞれｅからｇ全ての条件を満たす工事とする。

④ 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウに示す基準を満た

す監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置できること。また、入

札参加表明に係る資料提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できな

いことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障

ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。

なお、複数の建設企業がア、イ又はウの各工事を共同して行う場合にあっては、

そのうち１者が下記の技術者を配置できること。ただし、建築工事において区分建
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築企業が携わる場合にあっては、上記と別に区分建築企業はそのうち１者がアに掲

げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置できる

こと。ただし、この際２(4)④アｂにおける「上記③ア(Ａ)」は「上記③ア(Ｂ)」と

読み替えるものとする。

ア 建築工事

ａ 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有す

る者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の

能力を有すると認定した者である。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記③ア(Ａ)の基準を満たす新営工事（建築一式

工事）を元請として施工した経験を有する者であること（共同企業体の構成員

としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る｡)。

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有

する者、又はこれに準ずる者であること。

イ 電気設備工事

ａ 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士（電気・電子部門、

建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気・電子」又は「建設」とす

る者）に合格した者｡）又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工

管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記③イの基準を満たす新営工事（工事種目につ

いてシステム一式を施工していること）を元請として施工した経験を有する者

であること。（なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以

上の場合のものに限る｡)。

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有

する者、又はこれに準ずる者であること。

ウ 暖冷房衛生設備工事

ａ 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士（機械部門（選択

科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者｡)、水道部門、衛生

工学部門又は総合技術監理部門（選択科目を「機械－流体力学」、「機械－暖

冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者｡）に合格した者。）

又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能

力を有すると認定した者である。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記③ウの基準を満たす新営工事（工事種目につ

いてシステム一式を施工していること｡）を元請として施工した経験を有する者

であること（なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上

の場合のものに限る｡）。
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ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有

する者、又はこれに準ずる者であること。

(5) 工事監理企業の参加資格要件

工事監理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「工事監理企業」とい

う。)は、次の要件を満たすこと。

① 北陸地方整備局（港湾空港関係を除く｡)における「建築関係建設コンサルタント

業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生

手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく

一般競争参加資格の再認定を受けていること｡)。

② 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。

③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの工

事監理企業においても①及び②を満たしている者であること。

④ 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること。

なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総括し、工事

監理者を補助する業務とする。

ア 工事監理者については、建築基準法（昭和25年法律201号）第５条の４第２項に

規定する業務及び統括に関する業務。

イ 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表における(2)及び

(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。

ウ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する実施設計図書に

基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等は除く。

エ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(10)に関する実施設

計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等を含む

ものとする。

⑤ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監理主任技術

者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。

⑥ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監理主任技術

者及び機械設備監理主任技術者は、平成６年４月１日以降に、完成・引渡しが完了

した下記の要件を満たす新営工事の工事監理実績を有することとし、工事監理者の

実績については、建築基準法（昭和25年法律第201号）第５条の４第２項に規定する

工事監理者としての実績であること。

なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、工

事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない。また、入札参加表明に

係る資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任技術者を決定できないこと

により複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、

いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
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ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、前記

(4)③ア(Ａ)の要件を満たす者とする。さらに、工事監理者については、躯体、外

装、内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設備、給排水設備及び

昇降機設備のいずれもシステム一式を含むこと。また、建築監理主任技術者、構

造監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含むこと。

イ 電気設備監理主任技術者については、前記(4)③イに示す要件を満たす者とする。

また、前記(4)③イｄに示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。

ウ 機械設備監理主任技術者については、前記(4)③ウに示す要件を満たす者とする。

また、前記(4)③ウｄに示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。

(6) 維持管理企業の参加資格要件

維持管理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社は、次の要件を満たすこと。

一般競争（指名競争）入札参加資格（全省庁共通）審査において、資格の種類が

「役務の提供等(建物管理等各種保守管理）」であり、競争参加地域が「東海・北

陸」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされている者であること。

３ 総合評価に関する事項

(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内で

ある者のうち、(2)によって得られる基礎点と評価点の合計を入札価格で除した数値

（以下「評価値」という｡）の最も高い者を落札者とする。

(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査す

る。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採

点の対象としない。

① 事業提案が業務要求水準（必須項目）をすべて充足しているかについて審査を行

い、審査結果において事業提案がすべての要求水準（必須項目）を充足している場

合は適格とし、一項目でも充足しないもしくは記載のない場合は不合格とする。

なお、適格者については、基礎点を付与する。

② 事業提案のうち国が特に重視する項目（評価項目）について、その提案が優れて

いると認められるものについては、その程度に応じて評価点を付与する。評価項目

は、事業体制、財務計画、基本方針、社会性に関する性能、環境保全性に関する性

能、安全に関する性能、機能性に関する性能、経済性に関する性能、建築に関する

性能、事業の実施、維持管理業務の総則、維持管理業務の12項目とする。

(3) (1)において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて

落札者を決定する。

４ 入札手続等

(1) 担当部局 〒951-8505 新潟県新潟市白山浦１－425－２

北陸地方整備局総務部契約課契約係長 山田 博厳

電話025-266-1171 （代）内線2526
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(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

平成16年６月18日（金）から平成16年９月16日（木）までＵＲＬ: http://www.hrr.

mlit.go.jp/index.htmlにて交付する。

(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法

平成16年６月18日（金）から平成16年７月16日（金）午後５時00分まで、上記４

(1)へ持参すること。

(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所及び提出方法

平成16年９月17日（金）午後２時00分（ただし、郵送による提出の受領期限は、平

成16年９月17日（金）午後２時00分）まで上記４(1)に持参又は郵送(書留郵便に限

る｡)すること。

(5) 開札の日時及び場所 平成16年10月28日（木）午前10時00分。

〒951－8505 新潟県新潟市白山浦１－425－２ 国土交通省北陸地方整備局入札室に

て行う。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 免除。ただし、事業者は建設工事の履行を確保するため、各事業着

手日から施設引渡日までを期間として、本施設に係る建設工事費、調査設計費及び

工事監理費に相当する金額の100分の10以上について、支出負担行為担当官 北陸地

方整備局長又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、事業契約締結

後速やかに当該履行保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官 北陸地方

整備局長に寄託すること。

なお、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が設計企業、建設企業及び工事

監理企業によって締結される場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に事

業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を支出負担行為担当官 北

陸地方整備局長のために設定するものとする。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書

で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書

で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。

(5) 手続における交渉の有無 無。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の
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契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。

(8) 事業提案のヒアリングを行う。

(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。

(10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業務に携わる者とす

る場合の参加

上記２(2)②、(3)①、(4)①、(5)①又は(6)に掲げる一般競争参加資格の認定等を受

けていない企業も、上記４(3)により参加表明書等を提出することができるが、競争に

参加するためには、開札の時において当該企業が資格の認定等を受け、かつ、入札参

加者が競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(11) 詳細は入札説明書による。

６ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Tetsuo Oomura,

Director General of Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land,

Infrastructure and Transport; Shinichi Ebara chief of Toyama prefectural po-

lice headquarters

(2) Classification of the services to be procured: 41, 42

(3) Subject matter of the contract: PFI-based design, construction and mainte-

nance of the Toyama Prefectural police school (BTOscheme)

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents

for the qualification: 5:00 P.M. 16 July 2004

(5) Time-limit for the submission of tenders: 2:00 P.M. 17 September 2004

(tenders submitted by mail 2:00 P.M. 17 September 2004)

(6) Contact point for the project: Contract Division, Hokuriku Regional Devel-

opment Bureau,Ministry of Land Infrastructure and Transport 1-452-2, Hakusa-

nura, Niigata city, Niigata, 951-8505 Japan

Phone: 025-266-1171 (ext.2526)


